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 神戸市営住宅条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則をここ

に公布する。  

  令和６年６月 28日

神戸市長  久   元   喜   造  

神戸市規則第３号

神戸市営住宅条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則

神戸市営住宅条例の一部を改正する条例（令和６年３月条例第 50号）附則第１

項ただし書に規定する施行期日は、令和６年７月１日とする。  
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訓令甲第２号

庁 中 一 般 

区 役 所 

事 業 所 

神戸市公舎使用規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

  令和６年６月 28日

神戸市長  久   元   喜   造

神戸市公舎使用規程の一部を改正する訓令

神戸市公舎使用規程（昭和 24年 12月訓令甲第 59号）の一部を次のように改正す

る。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

第３条  公舎は、職員公舎及び職員寮

の２種とし、職員公舎は、市長、副市

長及び会計管理者並びに局長、区長、

部 長 そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 者 の た

め、職員寮は、その他の職員のために

設置する。

第９条  公舎の居住者が次に掲げる事

由に該当したときは、速やかにその

第３条  公舎は、市長公館、副市長公

邸、職員公舎及び職員寮の４種とす

る。市長公館は、市長のため、副市長

公邸は、副市長のため、職員公舎は、

会計管理者、局、区、部長その他これ

に準ずる者のため、職員寮は、その他

の職員のために設置する。  

第９条  公舎の居住者が次に掲げる事

由に該当したときは、速かにその公
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公 舎 か ら 立 ち 退 か な け れ ば な ら な

い。  

(1)、 (2) ［略］

第 10条 公舎の設置、維持及び管理は、

各主管局長がこれを行う。

第 11条 この規程の施行に関し必要な

事項は、主管局長が別に定める。

舎から立ち退かなければならない。

(1)、 (2) ［略］

第 10条 公舎の設置、維持及び管理は、

市長公館及び副市長公邸について秘

書課長、職員公舎及び職員寮につい

ては、各主管局長がこれを行う。  

第 11条  この規程の施行に関し必要な

事項は、秘書課長又は主管局長が別

に定める。  

附  則  

この訓令は、令和６年７月１日から施行する。
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訓令甲第３号

庁 中 一 般 

区 役 所 

事 業 所 

公文書管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和６年７月９日

 神戸市長 久   元  喜 造

  公文書管理規程の一部を改正する訓令

公文書管理規程（昭和 35年４月訓令甲第８号）の一部を次のように改正する。

 次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみが存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（公文書主任） （公文書主任）

第６条 ［略］ 第６条 ［略］

２ 所管課長は、必要があると認める

ときは、前項の規 定にかかわらず、

当該所管課に所属 する係長のうち、

庶務を担当する係 長以外の係長を公

文書主任に任命することができる。  

２ 局等の長は、必要があると認める

ときは、前項の規定にかかわらず、

当該所管課の庶務を担当する係長以

外の係長を公文書主任に任命するこ

とができる。  

３ 局等の長は、適当であると認める

場合には、当該局等に属する所管課

における公文書主任の職務の全部又
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は一部を当該局等又は部（これに相

当するものを含む。以下同じ。）の

総務担当課の公文書主任に処理させ

ることができる。

４ 局等の長は、前２項の規定により

公文書主任を任命し、又はその職務

を変更したときは、速やかにその補

職名及び氏名を行財政局長に報告し

なければならない。

（帳簿の作成）  （帳簿の作成）  

第７条  行財政局総務課長及び区公文

書担当課の総務担 当の課長は、文書

収配簿（市役所又 は区役所に到達す

る文書のうち、到 達の事実を記録す

る必要があると認めるもの（以下「要

記録文書」という 。）について、所

要事項を記録する 帳簿をいう。以下

同じ。）を作成するものとする。  

第７条  行財政局総務課長及び区公文

書担当課の総務担当の課長は、文書

収配簿（市役所又は区役所に到達す

る文書を所管課の公文書主任宛に配

布する場合に記録する帳簿（電磁的

記録を含む。以下同じ）をいう。以

下同じ。）を作成するものとする。  

２  ［略］  ２  ［略］  

第８条  所管課長は、公文書の事務処

理を文書管理シス テムにより行うこ

とができない場合 は、次に掲げる帳

簿を作成するものとする。  

第８条  所管課長は、公文書の事務処

理を文書管理システムにより行うこ

とができない場合は、次に掲げる帳

簿を作成するものとする。  

(1) ［略］ (1) ［略］

(2) 文書送付簿（受領印を必要とす

る文 書 を送 付 す る 場合 に 記録 する

帳簿をいう。以下同じ。）

(2) ［略］ (3) ［略］
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２  ［略］ ２  ［略］

（到達した文書の取扱い）  （到達した文書の取扱い）  

第 11条  行財政局総務課長又は区公文

書担当課の総務担 当の課長は、到達

した文書を次に掲 げるところにより

処理し、所管課の 公文書主任に配布

する。ただし、行 財政局総務課長が

配布するときは、 原則として局の公

文書担当課の総務 担当の課長を経由

するものとする。  

第 11条  行財政局総務課長又は区公文

書担当課の総務担当の課長は、到達

した文書を次に掲げるところにより

処理し、所管課の公文書主任に配布

する。ただし、行財政局総務課長が

配布するときは、原則として局の公

文書担当課の総務担当の課長を経由

するものとする。  

(1) 所管課が不明なものその他行財

政局 総 務 課 長 又 は 区 公 文 書 担 当課

の総 務 担 当 の 課 長 が 必 要 と 認 める

ものは、開封をすることができる。 

(1) 親展に係るものその他の開封を

する こ とが 不 適 当 であ る と認 めら

れるものを除き、開封をすること。 

(2) 要記録文書については、文書収

配簿に所要事項を記録し、当該文書

の余白、封筒その他の適当な箇所に

様式による収受印（以下単に「収受

印」という。）を押すこと。

(2) 文書の余白、封筒その他の適当

な箇所に様式による収受印（以下単

に「収受印」という。）を押し、文

書収 配 簿に 所 要 事 項を 記 録す るこ

と。ただし、次に掲げるものについ

ては、収受印及び記録を省略するこ

とができる。

ア 通知書、案内書その他これらに

類 す る も の で 軽 易 で あ る と 認 め

られるもの

イ 新聞、雑誌、冊子その他これら

に類する印刷物

ウ 局区部課宛のもの及び明らかに

個人宛のもの
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(3) 電報、入札書、訴訟及び不服申

立て に 関す る 文 書 その 他 到達 の日

時が そ の法 律 効 果 に影 響 を及 ぼす

よう な 文書 で 前 号 の規 定 によ り収

受印を押したものは、収受印の下に

収受時刻を記入し、取扱者の印を押

すこと。

(3) ［略］ (4) ［略］

第 12条  公文書主任は、前条の規定に

より配布された文 書のほか、行財政

局総務課長又は区 公文書担当課の総

務担当の課長を経 由しないで所管課

に到達した文書を 次に掲げるところ

により処理する。

第 12条  公文書主任は、前条の規定に

より配布された文書のほか、行財政

局総務課長又は区公文書担当課の総

務担当の課長を経由しないで所管課

に到達した文書を次に掲げるところ

により処理する。

(1) すべて開封すること。ただし、

次に掲げるものについては、この限

りでない。

ア 親展に係るもの

イ アに掲げるもののほか、開封す

る こ と が 不 適 当 で あ る と 認 め ら

れるもの

(1) 要記録文書については、文書の

余白、封筒その他の適当な箇所に収

受印を押し、文書管理システム又は

文書 収 発 簿 若 し く は こ れ に 代 わる

帳簿に所要事項を記録すること。た

だし、前条第２号の規定により、収

受印が押されたものは、収受印を省

(2) 文書の余白、封筒その他の適当

な箇所に収受印を押し、文書管理シ

ステムに所要事項を記録すること。

ただし、アからウまでに掲げる文書

については収受印及び記録を、エに

掲げ る 文書 に つ い ては 記 録を 省略

することができる。
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略することができる。

ア 通知書、案内書その他これらに

類 す る も の で 軽 易 で あ る と 認 め

られるもの

イ 新聞、雑誌、冊子その他これら

に類する印刷物

ウ 明らかに個人宛のもの

エ 文書収発簿又はそれに代わるべ

き 帳 簿 を 備 え 置 い て そ の 処 理 経

過を明らかにしているもの

(2) 所管課に到達した文書のうち、

到達 の 日 時 が そ の 法 律 効 果 に 影響

を及 ぼ す よ う な 文 書 で 前 号 の 規定

により収受印を押したものは、収受

印の 下 に 収 受 時 刻 を 記 入 す る とと

もに、取扱者が記名し、又は印を押

すこと。

(3) 所管課に行財政局総務課長又は

区公 文 書担 当 課 の 総務 担 当の 課長

を経 由 しな い で 到 達し た 文書 のう

ち、電報、入札書、訴訟及び不服申

立て に 関す る 文 書 その 他 到達 の日

時が そ の法 律 効 果 に影 響 を及 ぼす

よう な 文書 で 前 号 の規 定 によ り収

受印を押したものは、収受印の下に

収受時刻を記入し、取扱者の印を押

すこと。  

(4) 文書管理システム若しくは文書

収発 簿 に記 録 し た 文書 で 重要 であ

ると 認 めら れ る も の又 は 上司 の明

示の 命 令に よ り 処 理す る 必要 があ

ると認められるものは所管課長に、

その 他 のも の は 当 該文 書 に関 係す

る係長又は名宛人に配布すること。 

(3) 前条の規定により配布された文 (5) 前条の規定により配布された文
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書でその所管に属しないものは、行

財政 局 総 務 課 長 又 は 区 公 文 書 担当

課の 総 務 担 当 の 課 長 に 返 付 す るこ

と。  

書でその所管に属しないものは、文

書に よ り理 由 を 付 して 行 財政 局総

務課 長 又は 区 公 文 書担 当 課の 総務

担当の課長に返付すること。  

(6) 到達した文書に係る簿冊の名称

その 他 の簿 冊 に 関 する 事 項（ 以下

「簿冊に関する事項」という。）を

文書管理システムに記録すること。

ただし、当該文書の保存期間が１年

未満 で ある も の は 、こ の 限り でな

い。

(4) 紙の公文書（以下「紙文書」と

いう。）は、その原本を整理して保

存しなければならない。

(7) 到達した文書の内容に係る電磁

的記 録 を文 書 管 理 シス テ ムに 記録

するときは、いつでも照合できるよ

う当 該 文書 の 原 本 を整 理 して 保管

しなければならない。

(5) 紙文書と同一性を有する電磁的

記録（電子計算機の利用により、電

磁的 記 録 か ら 当 該 紙 文 書 と 同 一性

を有 す る と 認 め ら れ る 文 書 が 出力

できるものに限る。）を収受した場

合は、当該紙文書を原本として保存

する こ と が 適 当 と 認 め ら れ る 場合

を除き、電磁的記録を正本として保

存することができる。

(6) 公文書を適切に管理するために

所管課長が必要と認めるときは、紙

文書をスキャナ（これに類する画像
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読取装置を含む。）により読み取り

作成 し た 電 磁 的 記 録 を 正 本 と して

保存することができる。ただし、当

該紙 文 書 を 原 本 と し て 保 存 す るこ

とが適当と認められる場合を除く。 

２  前項第５号に規定する電磁的記録

の保存並びに前項 第６号に規定する

電磁的記録の作成 及び保存に関し必

要な事項は、行財 政局総務課長が定

める。  

 

第 13条  執務時間外に到達する文書を

守衛その他宿直勤 務又は日直勤務を

行う者が取り扱う 場合は、次に掲げ

るところにより処 理しなければなら

ない。  

第 1 3条  執 務 時 間 外 に 到 達 す る 文 書

は、守衛その他宿直勤務又は日直勤

務を行う者が次に掲げるところによ

り処理しなければならない。  

(1) 要記録文書については、文書の

余白、封筒その他の適当な箇所に収

受印を押し、文書収配簿（所管課に

あつては、文書管理システム又は文

書収 発 簿 若 し く は こ れ に 代 わ る帳

簿を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て同

じ。）に所要事項を記録すること。 

(1) 文書の余白、封筒その他の適当

な箇所に収受印を押し、文書収配簿

（所管課にあつては、文書管理シス

テム 又 は文 書 収 発 簿若 し くは これ

に代わるべき帳簿をいう。以下この

条において同じ。）に所要事項を記

録すること。ただし、次に掲げるも

のについては、収受印及び記録を省

略することができる。  

ア  通知書、案内書その他これらに

類 す る も の で 軽 易 で あ る と 認 め

られるもの  

 イ  新聞、雑誌、冊子その他これら
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に類する印刷物

ウ 局区部課宛のもの及び明らかに

個人宛のもの

(2) 前号の規定により文書収配簿に

記録した文書のうち、到達の日時が

その 法 律 効 果 に 影 響 を 及 ぼ す よう

な文書は、収受印の下に収受時刻を

記入 す ると と も に 、 取 扱 者 が 記名

し、又は印を押すこと。  

(2) 電報、入札書、訴訟及び不服申

立て に 関す る 文 書 その 他 到達 の日

時が そ の法 律 効 果 に影 響 を及 ぼす

よう な 文書 で 前 号 の規 定 によ り収

受印を押したものは、収受印の下に

収受時刻を記入し、取扱者の印を押

すこと。  

(3) 早急に処理する必要があると認

められる文書は、直ちに所管課長又

は名宛人に通報し、又は送付し、そ

の旨を文書収配簿に記録すること。 

(3) 電報その他の急いで処理する必

要があると認められる文書は、直ち

に所管課長又は名宛人に通報し、又

は送付し、その旨を文書収配簿に記

録すること。  

(4) ［略］ (4) ［略］

（文書の起案等）  （文書の起案等）  

第 16条  決裁文書（市長その他の行政

機関の意思決定の 権限を有する者が

承認に係る行為を 行うことにより、

その内容を当該行 政機関の意思とし

て決定し、又は確認した文書をいう。

以下同じ。）及び 供覧文書（閲覧に

供すべき文書をい う。以下同じ。）

は、次の各号のい ずれかに該当する

場合を除き、文書 管理システムによ

り起案し、決裁を 受け、又は閲覧に

供さなければならない。

第 16条  決裁文書（市長その他の行政

機関の意思決定の権限を有する者が

承認に係る行為を行うことにより、

その内容を当該行政機関の意思とし

て決定し、又は確認した文書をいう。

以下同じ。）及び供覧文書（閲覧に

供すべき文書をいう。以下同じ。）

は、次の各号のいずれかに該当する

場合を除き、文書管理システムによ

り起案し、決裁を受け、又は閲覧に

供さなければならない。
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(1) 電子計算機を利用して文書の起

案を行うことができるシステム（文

書管理システムを除く。以下この条

において「起案システム」という。）

によ り 起 案 す る こ と が 適 当 で ある

場合

(1) 電子計算機を利用して文書の起

案を行うことができるシステム（文

書管理システムを除く。）により起

案することが適当である場合  

(2)～ (5) ［略］ (2)～ (5) ［略］  

２ ［略］ ２  ［略］  

３  決裁文書又は供覧文書が第１項各

号のいずれかに該 当する場合は、前

項に定めるものの ほか、次に掲げる

ところにより起案 し、決裁を受け、

又は閲覧に供さなければならない。  

３  決裁文書又は供覧文書が第１項各

号のいずれかに該当する場合は、前

項に定めるもののほか、次に掲げる

ところにより起案し、決裁を受け、

又は閲覧に供さなければならない。  

(1)、 (2) ［略］ (1)、 (2) ［略］

(3) 起案年月日その他の必要事項を

記載するとともに、次に掲げる区分

により決裁区分を記載すること。  

(3) 起案年月日その他の必要事項を

記載するとともに、次に掲げる区分

により決裁区分を朱書すること。  

ア～ウ  ［略］  ア～ウ  ［略］  

(4)～ (6) ［略］  (4)～ (6) ［略］  

( 7 )  起 案 者 並 び に 決 裁 文 書 を 承 認

し、又は供覧文書を閲覧した起案者

の上司及び合議を受けた者は、文書

に押 印 し、 又 は 起 案 シ ス テ ム に起

案、承認若しくは閲覧した旨を記録

すること。

( 7 )  起 案 者 並 び に 決 裁 文 書 を 承 認

し、又は供覧文書を閲覧した起案者

の上司及び合議を受けた者は、文書

に押印すること。  

(8) ［略］ (8) ［略］

(9) 特定の個人が識別され、又は識 (9) 特定の個人が識別され、又は識
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別さ れ う る 情 報 そ の 他 の 取 扱 いに

注意 を 要 す る 情 報 が文 書 に記 録さ

れている場合には、当該情報の漏え

いの 防 止 の た め に 必 要 な 措 置 を講

じること。

別さ れ うる 情 報 そ の他 の 取扱 いに

注意を要する情報に係る文書（以下

「個人情報等に係る文書」という。）

については、秘という文字を起案用

紙の適当な箇所に朱書すること。こ

の場 合 にお い て 、 必要 が ある とき

は、封筒への封入その他の方法によ

り外 部 から 認 識 す るこ と がで きな

いよう注意し、かつ、紛失のおそれ

があるものについては、台紙を付す

ること。

４  ［略］ ４  ［略］  

（発送文書等の取扱い）  （発送文書の取扱い）  

第 24条  発送を要する文書の処理及び

郵送の手続に関し 必要な事項は、行

財政局総務課長が 定める。ただし、

区役所における郵 送の手続に関し必

要な事項は、区公 文書担当課の総務

担当の課長が定める。

第 24条  起案者は、発送を要する文書

を次に掲げるところにより処理し、

及び当該文書を公文書主任に提出し

なければならない。

(1) 浄書し、原議書と照合の上割印

すること。ただし、文書管理システ

ムに よ り決 裁 さ れ た文 書 その 他文

書の 性 質及 び 内 容 によ り 割印 を要

しないものについては、この限りで

ない。

(2) 必要のあるものについては公印

を押すこと。この場合において、公

印の使用については、神戸市公印規
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則（昭和 52年３月規則第 111号）及

び神戸市公印取扱規程（昭和 52年３

月訓令甲第９号）の定めるところに

よる。

２ 公文書主任は、発送を要する文書

を、次に掲げるところにより処理し

なければならない。

(1) 文書管理システムに所要の事項

を登録すること。ただし、公文書の

事務 処 理を 文 書 管 理シ ス テム によ

り行わないときは、文書収発簿その

他の 帳 簿に よ り そ の処 理 に係 る経

過を記録することができる。

(2) 庁内宛に発送する文書は、行財

政局業務改革課（第 25条第２項第３

号及び様式第１号において「業務改

革課」という。）の文書交換室の区

分箱を利用すること。ただし、急施

を要 す るも の そ の 他特 に 必要 があ

ると認められるものは、文書送付簿

により送付することができる。

(3) 庁外宛に発送する文書は、郵便

に付し、又は民間事業者による信書

の送達に関する法律（平成 14年法律

第 99号）第２条第６項に規定する一

般信 書 便事 業 者 若 しく は 同条 第９

項に 規 定す る 特 定 信書 便 事業 者の

提供 す る同 条 第 ２ 項に 規 定す る信
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書便（以下「信書便」という。）の

役務を利用して送付すること。ただ

し、持参することが適当であると認

められるものは、文書送付簿により

送付することができる。

（電磁的記録の取扱い）  （電磁的記録の取扱い）  

第 24条の２  電磁的記録の送付につい

ては、電子情報処 理組織（本市の機

関等の使用に係る 電子計算機（入出

力装置を含む。以 下同じ。）と送付

を受ける者の使用 に係る電子計算機

とを電気通信回線 で接続した電子情

報処理組織をいう 。）により行うこ

とができる。  

第 2 4条 の ２  前 条 の 規 定 に か か わ ら

ず、電磁的記録の送付については、

電子情報処理組織（本市の機関等の

使用に係る電子計算機（入出力装置

を含む。以下同じ。）と送付を受け

る者の使用に係る電子計算機とを電

気通信回線で接続した電子情報処理

組織をいう。）により行うことがで

きる。  

２、３ ［略］ ２、３  ［略］

第 25条及び第 26条 削除

（郵送等の手続）  

第 25条  市役所又は区役所における郵

送に係る文書は、公文書主任におい

て、次に掲げるところにより処理し

なければならない。

(1) 郵送に係る文書（次号及び第３

号に掲げる文書を除く。）は、午後

３時までに取りまとめ、郵送依頼票

とと も に行 財 政 局 総務 課 長又 は区

公文 書 担当 課 の 総 務担 当 の課 長に

送付しなければならない。

(2) 大量の郵送に係る文書について
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は、あらかじめ行財政局総務課長又

は区 公 文書 担 当 課 の総 務 担当 の課

長に連絡しなければならない。この

場合 に おい て 必 要 があ る と認 める

ときは、料金後納制を利用すること

ができる。

(3) 執務時間外の郵送に係る文書に

ついては、郵便切手を使用しなけれ

ばならない。

２ 行財政局総務課長又は区公文書担

当課の総務担当の課長は、前項の規

定により郵送に係る文書の送付を受

けたときは、次に掲げるところによ

り処理しなければならない。

(1) 郵送依頼票と郵送に係る文書を

照合すること。

(2) 郵送文書の重量及び料金を検査

すること。

(3) 業務改革課においては料金計器

別納制又は料金後納制を、区公文書

担当 課 にお い て は 料金 後 納制 を利

用すること。ただし、執務時間外そ

の他 の 理由 に よ り これ ら によ り難

いときは、郵便切手を使用すること

ができる。

３ 区役所支所、区役所出張所及び事

業所における郵送に係る文書は、公

文書主任において、郵便切手を使用
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して処理するものとする。

４ 信書便の役務を利用して行う送付

に係る文書は、所管課において処理

するものとする。

第 26条  削除  

（完結公文書の保存等）  （完結公文書の保存等）  

第 30条  ［略］  第 30条  ［略］  

２  完結公文書は、文書管理システム

その他の電子計算 機を利用した情報

処理システム又は 全庁ファイルサー

バ等の共用の媒体 により保存しなけ

ればならない。た だし、これらによ

り保存することが できない完結公文

書は、次に掲げる ところにより速や

かに成冊（文書を 冊子状に取りまと

めることをいう。 以下同じ。）をし

て保存しなければならない。  

２  完結公文書は、文書管理システム

により保存しなければならない。た

だし、文書管理システムにより保存

することができない完結公文書は、

次に掲げるところにより速やかに成

冊（文書を冊子状に取りまとめるこ

とをいう。以下同じ。）をしなけれ

ばならない。  

(1)～ (5) ［略］  (1)～ (5) ［略］

３、４  ［略］ ３、４  ［略］  

（公文書分類表）  （公文書分類表）  

第 32条  ［略］  第 32条  ［略］  

２  公文書分類表を修正しようとする

ときは、所管課長 は、行財政局総務

課長に依頼しなければならない。  

２  公文書分類表を修正しようとする

ときは、所管課長は、当該所管課の

属する局等の公文書担当課の総務担

当の課長に合議した上で行財政局総

務課長に依頼しなければならない。

（公文書の引継ぎ） （公文書の引継ぎ）  
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第 35条  所管課長は、成冊をした文書

で 30年及び 10年の保存を要するもの

のうち、行財政局 総務課長が適当と

認めるものについ て、文書引継決議

書又は文書管理シ ステムを用いた引

継ぎの依頼により 行財政局総務課長

に引き継ぐことができる。  

第 35条  所管課長は、成冊をした文書

で 30年及び 10年の保存を要するもの

を取りまとめ、毎年７月末日までに、

文書引継決議書又は文書管理システ

ムを用いた引継ぎの依頼により行財

政局総務課長に引き継がなければな

らない。  

２ 前項の規定にかかわらず、保存期

間が満了していないもので個人情報

等に係るもの及び職務の遂行上所管

課において保管する必要があると認

めるものについては、同項の規定に

よらないことができる。

３ 前項の規定により所管課において

保管中の文書で保管の必要がなくな

り、かつ、保存期間が満了していな

いものは、速やかに行財政局総務課

長に引き継ぐものとする。

２  所管課長は、保存期間が満了した

簿冊等について、 前条第１項の規定

に よ り 引 き 継 ぐ こ と と 定 め た も の

は、文書引継決議 書又は文書管理シ

ス テ ム を 用 い た 引 継 ぎ の 依 頼 に よ

り、行財政局総務 課長に引き継がな

ければならない。 ただし、文書管理

システムに保存し た電磁的記録のみ

で構成される簿冊 等については、こ

の限りでない。  

４  所管課長は、保存期間が満了した

簿冊等について、第 34条の２第１項

の規定により引き継ぐことと定めた

ものは、毎年７月末日までに文書引

継決議書又は文書管理システムを用

いた引継ぎの依頼により、行財政局

総務課長に引き継がなければならな

い。ただし、文書管理システムに保

存した電磁的記録 しかない簿冊等に

ついては、この限りでない。  
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３ 前項の規定にかかわらず、職務の

遂行上所管課にお いて保存する必要

があると所管課長 が認めるもの又は

引継ぎに支障があ ると行財政局総務

課長が認めるもの は、当分の間、所

管課において引き 続き保存するもの

とする。  

（文書の収蔵） （文書の収蔵）

第 37条 ［略］ 第 37条 ［略］

２ ［略］  ２ ［略］  

３ 行財政局総務課長は、収蔵文書の

うち第 35条第２項の規定による引継

ぎの措置に対し、 前条第３項の規定

に よ る 承 認 を し た 簿 冊 等 に つ い て

は、歴史的公文書 として永久保存す

るものとする。  

３ 行財政局総務課長は、収蔵文書の

うち第 35条第４項の規定による引継

ぎの措置に対し、前条第３項の規定

に よ る 承 認 を し た 簿 冊 等 に つ い て

は、歴史的公文書として永久保存す

るものとする。  

（所管課長が管理 する公文書の廃棄

手続）  

（所管課長が管理する公文書の廃棄

手続）  

第 40条  第 34条及び第 35条第２項に規

定する場合を除くほか、所管課長は、

その管理する公文 書で保存期間が満

了したものを廃棄 しなければならな

い。この場合にお いては、所管課長

は、公文書（保存 期間が１年以上の

もの及び常時執務 の用に供する帳簿

その他これに類す るものであつて完

結したものに限る 。以下この項にお

いて同じ。）の廃 棄に係る決定を行

第 40条  第 34条及び第 35条第４項に規

定する場合を除くほか、所管課長は、

その管理する公文書で保存期間が満

了したものを廃棄しなければならな

い。この場合においては、所管課長

は、公文書（保存期間が１年以上の

もの及び常時執務の用に供する帳簿

その他これに類するものであつて完

結したものに限る。以下この項にお

いて同じ。）の廃棄に係る決定を行
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い、及び廃棄する 公文書に係る目録

（以下「廃棄文書 目録」という。）

を作成しなければならない。  

い、及び廃棄する公文書に係る目録

（以下「廃棄文書目録」という。）

を作成しなければならない。  

２～４  ［略］ ２～４  ［略］

（収蔵文書の廃棄手続）  （収蔵文書の廃棄手続）  

第 41条  行財政局総務課長は、収蔵文

書について、保存 期間の満了により

廃棄するものがあ るときは、前条第

１項の規定により 廃棄を予定してい

る文書に係る目録 （以下「廃棄予定

文書目録」という 。）を作成して所

管課長に送付しなければならない。  

第 41条  行財政局総務課長は、収蔵文

書について、廃棄するものがあると

きは、毎年７月末日までに、前条第

１項の規定により廃棄を予定してい

る文書に係る目録（以下「廃棄予定

文書目録」という。）を作成して所

管課長に送付しなければならない。  

２、３  ［略］ ２、３  ［略］

 附  則  

この訓令は、令和６年７月 10日から施行する。
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令和６年６月28日

神戸市長 久　元　喜　造

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11   認可年月日

令和６年６月26日

代理人

なし

規約に定めた解散の事由

総会において全会員の４分の３以上の同意により解散する。

神戸市垂水区名谷町1734番地の397

裁判所による代表者の職務執行の停止

なし

職務代行者の選任

なし

主たる事務所

神戸市垂水区名谷町1734番地の397

代表者の氏名

西河内　秀太

代表者の住所

みはらしが丘自治会

規約に定める目的

　本会は、快適で充実した生活が送れるよう、良好な地域社会の維持及び形成を図るこ
とを目的とし、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 会員相互の連絡と親睦を図ること。
(2) 区域内の清掃、緑化推進などの環境整備を図ること。
(3) 本会の財産の維持管理を図ること。
(4) 福利、厚生等に関すること。
(5) 生活改善、文化、体育等に関すること。
(6) 防火、防犯等に関すること。
(7) 市政への協力及び他団体との連絡調整に関すること。
(8) その他目的達成に必要なこと。

区域

本会の区域は、神戸市垂水区名谷町のうち、みはらしが丘の住戸全域（1714番地、1734
番地、1737番地、1752番地、1753番地、1757番地、1758番地、2376番地）とする。

神戸市告示第181号

　地縁による団体について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の２第１項の認可をし

たので、同条第10項の規定により次のとおり告示する。

名称
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神戸市告示第210号 

道路法（昭和27年法律第180号）第10条の規定により、市道路線を次のように廃止する。そ

の関係図面は、神戸市建設局道路管理課に備え置いて、一般の縦覧に供する。 

令和６年７月９日 

神戸市 

代表者 神戸市長 久 元 喜 造 

廃止する市道路線

路 線 名 起 点 終 点 

下三条町２

号線 

神戸市兵庫区下三条町19番８地先 神戸市兵庫区下三条町19番12地先 
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神戸市告示第211号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のように変更

し、同条第２項の規定により、令和６年７月10日からその供用を開始する。 

その関係図面は、神戸市建設局道路管理課に備え置いて、令和６年７月23日まで一般の縦覧

に供する。 

令和６年７月９日 

神戸市 

代表者 神戸市長 久 元 喜 造 

道路の

種類 

路 線 名 区 間 新旧

別 

延 長 

(メートル)

幅 員 

(メートル)

市道 水道筋10号

線 

神戸市灘区水道筋６丁目３

番20地先から 

神戸市灘区水道筋６丁目３

番20地先まで 

新 17.70 最大 3.40

最小  3.40 

旧 17.70 最大 2.90

最小  2.40 
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神戸市告示第2 1 2号  

神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例（昭和 58 年４月条例

第３号）第 11 条第２項（同条例第 12 条第２項において準用する場合を含む。）の規定によ

り自転車等を撤去し、及び保管したので、同条例第 13 条第１項の規定により次のとおり告

示する。 

  令和６年７月９日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 自転車等の保管及び返還の場所、自転車等が置かれ、又は放置されていた場所、撤去

し、及び保管した自転車等の台数、撤去し、保管した年月日並びに問い合わせ先 

 別表のとおり 

２ 保管期間 

この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。） 

３ 返還事務を行う時間 

  垂水自転車保管所 

ア 月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで

イ 土曜日 午後１時から午後５時まで

４ 返還を受けるために必要な事項 

自転車等の利用者等は、当該保管に係る自転車等の返還を受けようとするときは、そ

の住所及び氏名並びに当該自転車等の鍵その他の利用者等であることを証する物を市長

に提示しなければならない。 

５ その他 

この告示の日から起算して６月を経過しても当該保管に係る自転車等（この告示の日

から 1 月を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合においてその保

管に不相当な費用を要するため当該自転車等を売却した代金を含む。）を返還することが

できないときは、当該自転車等の所有権は、本市に帰属する。 
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別表

自転車等の保管及び 自転車が置かれ、又は 撤去し、及び

返還の場所 放置されていた場所 保管した年月日

垂水区西舞子８丁目20番19号　垂水駅周辺自転車等 　自転車　　　　      １ 台 令和6年5月7日 垂水区福田５丁目６番20号

　垂水保管所 　放置禁止区域 　原動機付自転車     ０ 台 建設局垂水建設事務所

　舞子駅周辺自転車等 　自転車　　　　      ３ 台 電話７０７－０２３４

　放置禁止区域 　原動機付自転車     ０ 台

　垂水駅周辺自転車等 　自転車　　　　      ３ 台 令和6年5月13日

　放置禁止区域 　原動機付自転車     ０ 台

　舞子駅周辺自転車等 　自転車　　　　      １ 台

　放置禁止区域 　原動機付自転車     ０ 台

　垂水駅周辺自転車等 　自転車　　　　      ３ 台 令和6年5月17日

　放置禁止区域 　原動機付自転車     ０ 台

　垂水駅周辺自転車等 　自転車　　　　      ２ 台 令和6年5月21日

　放置禁止区域 　原動機付自転車     ０ 台

　垂水区管内長期放置 　自転車　　　　      １ 台

　原動機付自転車     ０ 台

　垂水駅周辺自転車等 　自転車　　　　      １ 台 令和6年5月24日

　放置禁止区域 　原動機付自転車     ０ 台

　垂水駅周辺自転車等 　自転車　　　　      ２ 台 令和6年5月29日

　放置禁止区域 　原動機付自転車     ０ 台

　舞子駅周辺自転車等 　自転車　　　　      １ 台

　放置禁止区域 　原動機付自転車     ０ 台

　垂水区管内長期放置 　自転車　　　　      １ 台

　放置禁止区域 　原動機付自転車     ０ 台

　垂水区管内長期放置 　自転車　　　　      ６ 台

　原動機付自転車     ０ 台

問い合わせ先
撤去し、及び保管した

自転車等の台数
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神戸市告示第2 1 3号 

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の２第11項の規定により、松が枝町自治会、神戸北

町日の峰連合自治会について、告示された事項に変更があったとして届出があったので、同条

第10項の規定により次のとおり告示する。 

令和６年７月９日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 届け出た地縁による団体 

名称 松が枝町自治会 神戸北町日の峰連合自治会 

主たる事務所 神戸市北区松が枝町３丁目１番地の88 神戸市北区日の峰１丁目16番地 

代表者の氏名 髙木 眞理子 坂井 昭彦 

代表者の住所 神戸市北区松が枝町２丁目22番地の14 神戸市北区日の峰１丁目11番地の11 

２ 変更があった事項及びその内容、変更年月日 

（１）松が枝町自治会        令和６年４月27日変更 

変更前 変更後 

代表者の氏名 辻道 和典 髙木 眞理子 

代表者の住所 神戸市北区松が枝町３丁目３番地の５ 神戸市北区松が枝町２丁目22番地の14 

（２）神戸北町日の峰連合自治会 令和６年５月12日変更 

変更前 変更後 

代表者の氏名 松永 忠功 坂井 昭彦 

代表者の住所 神戸市北区日の峰４丁目１番地の１ 神戸市北区日の峰１丁目11番地の11 
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神戸市公告 

  農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）第13条第１項の規定に基づき、神戸農業

振興地域整備計画を変更したので、同条第４項において準用する同法第12条第１項の規定により、同法

第11条第２項に基づき提出のあった意見書の要旨及び処理結果とともに公告します。 

  なお、当該変更後の神戸農業振興地域整備計画書は、神戸市経済観光局農政計画課において縦覧に供

します。 

令和６年７月９日 

神戸市   

代表者  神戸市長  久 元 喜 造 

意見書の要旨 

意見書の提出なし 
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神戸市公告 

 次の開発区域（工区）の全部について開発行為に関する工事が完了したので、都市

計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 36 条第３項の規定により公告します。 

  令和６年７月９日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 開発区域（工区）に含まれる地域の名称 

神戸市西区上新地２丁目 23 番１、23 番７、23 番８、23 番９、23 番 10、23 番 11 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

兵庫県加古川市平岡町新在家 117 番地 

ＳＨＯＷＡ ＧＲＯＵＰ株式会社 

  代表取締役 湖中 正泰 

３ 許可番号 

令和５年８月 24 日 第 8139 号 

（変更許可 令和６年４月５日 第 2114 号 

  変更許可 令和６年５月 17 日 第 2119 号） 
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神戸市長田区公告第１９号 

 次の自動車臨時運行許可番号標（以下「番号標」という。）が失効したので、神戸市自動

車臨時運行許可規則（昭和 28年３月 20日規則第 14号）第５条第３項の規定により公告しま

す。 

令和６年７月９日 

神戸市長田区長 山端 恵実 

番号標に記録された番号 失効年月日 

神戸６６－９７神戸 令和６年６月１４日 
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水道局企業職員の特殊勤務手当支給規程の一部を改正する規程をここに公布す

る。  

  令和６年７月１日  

神戸市水道事業管理者  藤   原   政   幸   

神戸市水道管理規程第４号  

   水道局企業職員の特殊勤務手当支給規程の一部を改正する規程  

 水道局企業職員の特殊勤務手当支給規程（平成 20年３月水道管理規程第 17号）  

の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び  

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正  

部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。    

改正後  改正前  

（災害応急対応等派遣手当）  （災害応急対応等派遣手当）  

第７条  災害応急対応等派遣手当は、

災害対策基本法（昭和 36年法律第 223

号）第２条第１号に規定する災害が

発生した本市の区域外の地域（国内

に限る。）に派遣され、災害応急対応

又は災害復旧対応の業務に従事する

職員に対して支給し、その額は、日額

1,000円とする。ただし、発災後相当

期間経過後に派遣され、 当該災害が

発生した地域を管轄する地方公共団

第７条  災害応急対応等派遣手当は、

災害対策基本法（昭和 36年法律第 223

号）第２条第１号に規定する災害が

発生した本市の区域外の地域（国内

に限る。）に派遣され、災害応急対応

又は災害復旧対応の業務に従事する

職員に対して支給し、その額は、日額

1,000円とする。ただし、災害が発生

した地域を管轄する地方公共団体か

ら給与その他の給付を受ける職員に
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体から給与その他の給付を受ける職

員に対しては支給しない。  

対しては支給しない。  

２  ［略］  ２  ［略］  

附  則  

 （施行期日等）  

この管理規程は、公布の日から施行し、改正後の第７条第１項の規定は、令和

６年１月１日から適用する。  
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